
令和５年度 第１回南丹市文化センター運営審議会 会議録

日時 令和 ５年１１月１０日(金)
午後２時００分から

場所 アスエルそのべ 大研修室

・文化センター運営審議会委員

谷口和隆会長、前田義明副会長、國府英雄委員、今井 守委員、野中 好委員、

村上不二子委員、栃下辰夫委員、清水 悠委員、片山幹雄委員、宅間治郎委員、

榎原克幸委員、平野清久委員、西田文英委員

（欠席委員：城戸貴子委員、榎本泰文委員、湯浅美紀委員、柴田裕子委員）

・事務局

前原正明市民部長、浅田妙子人権政策課長、寺田成樹主任、大塚道昭課長補佐

中野好三南部コミュニティセンター館長、國府秀雄八木東部文化センター館長

１ 開会あいさつ［谷口会長］

今年度第１回目の文化センター運営審議会となった。本日は提言から２年を経過するなかで現在

の進捗状況などについての報告がある。よろしくお願いしたい。

２ 報告・協議

(1)「提言(令和３年度文化センター運営審議会)」に基づいた進捗状況について

①「隣保館運営の新たな方向性」の具体化に関して 【資料①により事務局が説明】
「６つの方向性」について

隣保館がその社会的位置付けとして「社会福祉法を根拠として人権課題を含むさまざまな地域課

題の解決に向けた拠点としてのコミュニティセンター」としていることを踏まえ、１２年前の提言

の「８つの柱」を引き継ぎつつ、新たな方向性を加え時代にマッチしたものとしたもの。

「地域ビジョン」について

本提言を策定する際に、各大型隣保館の所在地域ごとの将来像として提示されたもの。

方向性① 大型隣保館と小型隣保館とをつなぐ新たなシステムづくり

地域の将来ビジョンの具体化を図るために、小型隣保館の利用者の調整及び再構築と、整備案は

作成の段階にある。新たなシステムづくりについては、現状その案を作成しているところである。

方向性② 大型隣保館の利用の拡大に向けた関連規定の整備

隣保館は多くの方に集まっていただくコミュニティセンターとしての位置付けを行う必要がある。

さまざまな法規定や社会福祉法上の隣保館の位置付けや市の規則等を踏まえ、具体内容は検討段階

であり、現在拠点となる館長と調整中。特に、利用金設定の可否論議や利用規定の見直しというこ

とを掲げており、貸し館事業の検討が必要になってくるので、料金の設定の可否等について、館長

会議において先日先進地視察を行ったところである。

方向性③ 人権資料館としての位置付けに向けた工夫



各隣保館において、編成保管された史資料の整理及び人権課題の解決に向けた歴史資料の作成に

つなげようとするもので、現在前例に学び各館共有しながら進めている。

方向性④ 地域課題の解決に向けた他機関との結び目として

「地域ビジョン」を意識しつつ、具体的なイメージ作成。どの機関と連携していくか、地域との

結び目としての隣保館のあり方について現在、検討している。

方向性⑤ 地域課題解決に要する地域改善施設の見極めと活動地区の再構築

地域改善施設の今現在の進捗状況と具体化について連動させながら進捗を図っている。ハード面

とソフト面と両輪で進めていく。

方向性⑥ 各地域が持つ「地域ビジョン」の共有

方向性⑤の進捗と並行して進めていく。特に館長会議での意見交換のなかで、各「地域ビジョ

ン」の共有とそれぞれの「地域ビジョン」のブラッシュアップ（磨き上げ）を進めていく。

○方向性②に沿った検証＝丹波市への視察（１１/６実施）資料 2-2
・丹波市合併時（平成１６年）に条例を制定され、隣保館の貸し館（空いた部屋の貸出）を実施さ

れている。

・３館を対象に、比較的安価な金額で利用料金を設定をされている。利用料の免除については、免

除基準に合致している活動であれば、地域の内外を問わず免除している。

・地域内外に関わらず、それを超えた受け入れをされており、地域社会に開かれた交流拠点として

免除基準や利用規定を設けている。

・今後も近隣市町の事例を参考としながら検討を重ねていきたい。

（質疑応答）

・丹波市には何に重きをおいて見に行ったのか。

⇒利用料金の設定において、地域内外の優先順位の有無とあるならば設定条件について、また営利

目的の利用についてなど確認してきた。

・貸し館について住民から要望があったので、視察研修を行ったということか。

⇒方向性②に基づき、利用規定の整備についてあくまで参考として行った。

・当市には使用可能な室数が限られている館もあるが。

⇒館の構造など状況に応じながら、利用拡大に向けて検討を進めていきたい。

・各館の利用について、例えば福祉制度について地域住民に対しての説明会を開催するなど情報発

信に利用するといったようなビジョンはないのか。貸し館だけでなく。

⇒方向性②のなかで貸し館をしながら交流の拠点として、また小型館と大型館との情報伝搬の格差

の解消について大型館から情報発信し、方向性④のとおり大型館に以前のように他機関とのコーデ

ィネーター的な役割をもっていただき、併せて利用の拡大も図るべく、日々の利用状況を考慮しな

がら各館長とも検討しているところ。

・市としてどういうビジョンを持って進めていくのかを聞きたい。

⇒貸し館のみではいけないと考えている。利用していただくことによって、隣保館を地域の情報を

提供できる場、交流の場としていきたい。地元との調整の中で館のどういう利用の仕方が良いのか



を検証していきたい。

大型館、小型館いずれも地域の公民館的な役割も担っていただいており、現状使用料を徴取して

いないというところを鑑みて、当然ながら免除規定も含め検討したいと考えている。

・隣保館設置は人権からはじまっている。地域住民に「ここは使えません」となるのではいけない。

現状で他から利用要望があるのか知りたい。

⇒近隣の方からの利用も含めて、まずは地域の利用を優先したうえで空き部屋を利用していただく

よう進める。館の本来の目的・趣旨は失わないというところは抑えておきたい。貸し館についての

要望の有無は今後確認をしたい。

・人権政策課が館長とはどういった関わりのなかで方向性を出してこられたのか。

⇒地域の実態に合わせ、また本来の趣旨を踏まえ今後隣保館を交流の拠点として繋げていくにあた

り、地域の実態を掴んでおらるそれぞれの館長から情報・資料など提供いただき、人権政策課とし

て政策的なことをなことを考えながら方向性として提示している。

・地域の実態の集約だけでなく、館長にも人権政策課のビジョンを共有する必要ががある。館の状

況をどう踏まえていたのかが問われる。

⇒人権政策課から提言の具体化に向けて、館長とは、地域の情報を提示いただいたうえで、利用料

金に関してなど実態に応じた今後の在り方について意見を交換し、そのうえで最良のものはなにか

ということをここでご審議いただくこととしている。

・例えば貸し館となれば、夜間貸し出しも予想され、現状の会計年度職員の位置づけではいけない

のではないか。立場の位置づけ自体をはっきりしとかないと。

⇒運営自体の在り方についても館長会の中で色々と議論をいただいている。今もあったように、夜

間利用があった場合の職員体制や、その館の職員の立場や位置付けについて、内部で検討を進めて

いるところ。また大型館と小型館との連携に係る組織体制についても、今後考えていく必要がある

と考えている。

・館の運営のあり方について、南丹市は会計年度職員であるが、他は正職員が入っているのではな

いか。人権条例が制定される中で、館を幅広く外に向かって拠点としてやっていこうとすれば、館

長の責任がより重くなるのではないか。

⇒ご指摘のとおり隣の亀岡市においては、正規職員が配属をされている。当市では、会計年度任用

職員で館長および事務職員という体制が合併以降続いている。提言のとおり、運営を重点化すると

いうことになれば、体制も当然ながら強化していかなければならないと考えている。 市役所全体

の正規職員の定員管理もあることからここでの回答はできないが、体制づくりについては、現状検

討しているところである。

・市民部も含め市役所の各部署と館とのコミュニケーションが出来ておらず、人権政策課を通じて

しか連携が取れていないのでは。システム化をどうするのかが課題。館任せとなっている。

⇒各課との連携については、基本的には人権政策課を通じた横につながる連携を取っていきたい。

相談というものもあろうかと思うので、横の連携をとりつつ各館と運営を図っていく。

・館が責任をもってやれる体制を作ることが必要と感じる。

・視察に行った丹波市の管理の体制はどうか。

⇒氷上文化センターでは職員３名（正規職員と会計任用職員、人権相談員）であり、貝地会館が会

計任用職員１名のみとなっている。



・職員の多い少ないは別として、他市ではどこでも市役所と連携できる職員を配置している。館長

自らが各部署を回らなければならないのが当市の現状で、その辺りが違う。料金だけの問題ではな

く、合わせて考えないといけない。

・６つのこの方向性について進捗を聞かせていただいたが、具現化にはどれぐらいの年数かかるの

か。期限を設けないといけないのでは。

⇒この提言を策定いただいた際に、審議会の方でもこれは注視しようということで決定された。そ

れを受け市ではこの提言を市の方向性に変えたうえで、提言の後、４年間で施設整備やシステムの

再構築を行うことを目指している。利用料金やシステムも研究しながら、その体制作りや職員の体

制作りも含めた大きな課題もあるので、残されている２年間を目途にしながら、さまざまな部署・

機関と連携しながら進めていきたい。

・事務局には実態をしっかり踏まえたうえで、全体の体制など考慮せず事柄ばかりが先に走ってし

まうと見落とす点が出てくる。それが提言の心だと感じる。 その辺りもう一度提言を丁寧に読み

返していただき、言葉の裏に地域の方々あるいは今まで努力されてきた方々の思いがどれだけ入っ

ているのかを読み取って次の施策につないでいただきたい。

②「地域改善施設の新たな方向性」の具体化に関して 【資料②】
地域改善施設の多くが建築後、半世紀を近くを迎えている。提言を踏まえ、建築当時の設置趣旨

の役割も残しつつ、新たな視点で各地域との調整の中で進めている（資料中「整理」という表現は、

施設にかかる「課題整理」という意味）。また、各地域との調整にあたり課題整理を図るだけでは

なく、その後どのような地域づくりを進めていくのかということを踏まえ、提言の中の再構築とい

うキーワードを地元地域とも共有しながら、地域ビジョンの具体化もベースに置きながら進めてい

る。【資料②により事務局が説明】

事務局より追加説明

・美山福泉館についても、地元との協議に入ろうとしているところ。

他の施設の同様に、これからの２年間で一定完了できるよう進めている。

（質疑応答）

・それぞれどれぐらいで確定するのかという見通しを示さないといけない。ビジョンが示されて改

めて該当する地域と連携が出来ると思うが。

⇒それぞれ構築の内容が違うので、これからのスケジュール感は、各自治会の代表者を窓口にしな

がら、随時説明させていただいている。木崎町プールや城南町プール、それぞれ廃止した後は、

「ふれあい広場」として設定しているので、その辺のスケジュール感については、令和８年度に目

標を置きながら調整している。

・２年間ではおそらく無理では。膨大な予算が想像できる。２年にこだわらなくてもよいのでは。

⇒本提言について審議会としても注視するとしている。関係機関と必ず連携をしながらやるように、

というのが提言の締めくくりだった。従って事務局としてはあと２年間の予算については、一定パ

ッケージにしながら関係部署とやりとりを行っている。この提言から、完成までにどれぐらいとい

うところについては、施設整備への補助金というのは厳しい。となれば、合併特例債や過疎債を活

用することになる。当市の財政事情もかなり厳しい状況であるが、当課としても要求は引き続き行



っていく。どの施設も経年劣化をしており、譲渡する場合 そのまま渡すことは難しい。当市とし

ても不具合な箇所を一定修繕して地元に譲渡する場合、あるいは継続する場合においても全体的な

金額を今後算出していく。

・過疎債についてもなかなか難しいのではないか。であれば補助金について調べる必要があるので

は。本当に市単費ではできないのではないか。

・市の施策を進めていくにあたり、基本的な取り組みについてはこの提言の具体化に置くとの申し

合わせがあったので、そのことを関係各課がどれだけ理解をして、具現化に向け動くかどうかで、

１年で済むか３年かかるかっていう違いが出てくる。この提言を他部署がどこまで受け止めている

のかということが大きなキーになるかなと思う。

(2)各センターにおける令和５年度事業経過について 【資料③により事務局が説明】】

（質疑応答）

・教室や子どもを対象とした事業は行っているが、人権政策課では広く住民を対象とし隣保館を会

場とした研修の場づくりをしているのか。

⇒当課では全市民を対象とした研修会などは定期的に実施しているが、それぞれの文化センターを

拠点とした人権研修会のようなものは実施したことはおそらくない。しかしながら、小規模であれ

ば参加できる方を対象とした研修会の実施も必要と考える。次年度などに向けそういった事業も検

討したい。

・館を知っていただくにもそのような事業は必要ではないか。足を運んでもらうという形のアプロ

ーチを人権政策課がする必要があるのでは。呼びかけだけでは難しい。このようなことを一つの方

法として市民の意識変革をしていく必要があると思う。

４ その他

○令和５(2023)年度 南丹市の人権に関する市民意識調査について

（事務局より）

「南丹市人権を尊重し多様性を認めあうまちづくり条例に基づき、今後社会情勢の変化及び市民

の方々の考えにあった人権施策を進めていく「（仮称）南丹市人権施策基本方針」の基礎資料とす

るために、人権に関する市民意識調査を実施する。なお、平成２５年度実施の同調査の結果と比較

したうえで検証することとしている。今回は調査票作成にあたり本審議会委員あて調査票（案）を

事前に送付し意見照会を行った。

（委員からの意見）

・調査対象者は１，５００名の市民で十分か。

⇒１万人でも５千人でも１，５００人程度が意見を集約できる人数。前回調査も同数であることか

ら、同条件で実施する。

・調査票の回収率を上げてもらうようしていただきたい。

⇒調査票（案）にはないがＱＲコードによりオンラインでも回答できるようにして回収率を向上さ

せたい。

・ランダムに選出するとどの年代になるかわからないでのは。対象者の年代が偏ってしまうのでは。



⇒年代に偏りがないようにしたい。高齢の方ばっかりや若い方ばかりに偏ってしまうと、現実より

偏った調査結果となってしまう。ランダムとはいえ、その辺りは工夫をしたい。

・これまでの委員の意見をまとめると、世代間比較が分析の中でできるのかということ。分析の段

階に出てこないと、課題は何かが結果として見えてこない。

⇒できる限り均等に年代を分ける。世代ごとの違いは判るので調整はしていく。

・認知症に対する向き合い方は、人権問題か生活の問題か。

⇒両方あるとは思う。

・差別の問題は高齢者や障害者子ども外国人などパターンが限られているが、それだけでアンケー

トをしてよいのか。

⇒人権問題でもたくさん存在する。全てを取り上げようとすると、相当な設問数になる。他の市町

村の同様の調査を見ると、おおよそ３０問程度が上限。結果、女性や子ども、高齢者、外国人に関

する問題などとなる。また近年ではインターネット上の問題やＬＧＢＴＱとか、新たな問題もある。

それらを取り込もうとすると、設問数を増やすことは限界があることから、どうしてもこういった

構成になってしまう。

・認知症についても高齢者問題に関連した設問を含めることは可能ではないか。

⇒検討いたします。

・学校に高齢者施設の方を呼んで、高齢者とどのような関わりをしたら良いのかとかいうことにつ

いて研修会を開いたことがあった。人としての扱いができないことが問題に発展するため。このよ

うに認知症の理解を進める研修をしている学校もある。

・民生児童委員協議会では、認知症について何度か研修会を行っている。新たな法律が制定された

ということもあり、新しい状況が生まれている。そういった流れもあり、取組については今後の課

題かと考えている。安心して認知症になれる社会でありたい。以前の話だが、重度の認知症で街を

歩き回る高齢者を助ける活動もあった。このような課題について、どのように皆さんがお考えかと

思いもあり聞きたかった。

・調査よりもそれを受けて市がどう取り組むかというのが重要である。多くの市民に判るよう目に

見える取組をしないと市民に見えない。アンケートしても１５００人だけである。市職員にも理解

をさせる必要があるのでは。このような啓発活動を重大な人権の柱としないといけない。せっかく

提言しても何も出来ていないのではいけないと感じる。

・アンケート問１９の設問５や問１４の７について、当事者からの働きかけについては、現実は努

力されてきていると感じているが、選択肢を設定した意図を伺いたい。敢えてこの設問を設けるの

はどうかと感じる。

⇒１，５００人の方が同和問題を解決するにはどうすればいいのか、というのを確認したいとの思

いで選択肢に入れた。

・この選択肢については、問題解決にはみんなで取組まなければならないというのに、一方で、い

まだに地域の人が解決すべき問題という意識があるのではないかというのを問うているもの。それ

が前回の調査結果と比較した際に、現状どう意識が変わったのかを見ていく必要があると思う。研

修していれば色々と分かってくるところがあるし、知識も深まるが、そういう機会がない人がもお

られる。そういった方は、自分ごとじゃなしに、私には関係ないですよっていうな意識があるかも



知れない。人権学習を始めた当初には、そういう意識も結構多かったが、だんだん変わってきえち

るが、やはりまだまだそういう意識も残ってるんじゃないかっていうところを問うているのがこの

設問の趣旨であると思う。

・問１９の設問６では「同和地区の人たちとの交流を活発にし、理解を深める」というのはなにか

特別な地域の人、囲われた中での動物のようなイメージが湧いてしまう。

⇒そのような意図で設けたわけではない。

・当事者が努力をしないとダメですよ、との表現が問１９の選択肢５。それ以外の設問にはそうい

う選択肢はないので、整合を図られたらどうか。

・以前その問題を提言してるのに、何も検討されてないような印象を受けた。

⇒設問１９の選択肢５、６については表現の仕方も含めて、一定整理をさせていただきたい。

・ここまで意見が出ているが、その回答はどのようにして行われるのか。

⇒本審議会や人推協の委員からの意見を勘案した案を作成し、今後開催する予定の人権尊重のまち

づくり審議会においてご検討いただく。その結果を受け調査票を作らせてもらうこととなる。各委

員には調査票の送付をもって回答にかえさせていただきたい。

・今回出た意見の結果については、少なくとも会長には報告していただきたい。

５ 閉 会［前田副会長］

今回で令和３年度の審議会においての提言における方向性は、かなり絞られてきた。

今回の報告・協議でさまざまな新たな課題が出てきたなかで、今後これを２年間、令和８年度に

は一定完了したいとの思いで事務局は進められているが、それだけで進められるものではない。

行政側には大型館やさまざまなところにも足を運び、地域の実態を見ていただきたい。予算など

絶対的に関係してくるが、これら聞き取りや調査をしたものをまとめて具現化に結び付けていただ

きたい。



参加者 1 1:52:00
ありがとうございました。 以上で令和 5年度成田市文化センター運営市議会を終了いたします。
長時間にわたりししご審議いただき、ありがとうございました。気を付けてお帰りください。あり

がとうございました。

参加者 10 1:53:36
去年のやつなんです。

参加者 4 1:55:05
ありがとうございます。頑張ります。あ、ありがとうございます。

参加者 1 1:55:11
お疲れ様でした。お疲れ様。

参加者 4 1:57:07
顔わかんだけど。

参加者 1 1:57:44
すいません。いつでもいいです。先生、受け付けます。そうですか。はい、すいませ。

参加者 10 1:57:47
ありがとうございます。すいませんでした。

参加者 4 1:57:49
こういうことやったんで。すいませんでした。

参加者 1 1:57:51
こちらこそ申し訳ないです。

参加者 10 1:57:54
では、失礼します。はい、ありがとうございま。

参加者 9 1:58:19
そこまではちょっと。

参加者 4 2:00:07
だから、まあ、当事者の意見を尊重な。それ、あの、専務、お願いします。そうじゃないか、

参加者 3 2:00:33
考え方や、そうそう、こういうか、

参加者 4 2:00:35
なんかね、この質問いれ、入れたとか、入れるとかい。それを今度、あの審議会の時に、はい、あ



の、うちもない、こう意見が出たり、そこで決めて、こ、まちづくりや、議会か、 こういう意見

があったけど、

参加者 4 2:01:50
事前にやっぱ

参加者 4 2:03:23
およりできんかったからなあ。はい、

参加者 3 2:03:26
基本的には、地元メインで、空いたみたでっていうようなイメージかなという、私は、

参加者 3 2:04:06
まあ、意識的に、意識的、

参加者 6 2:04:08
あー、なるほどね、うん。で、それをやっぱり変えるためには、はい、

参加者 6 2:04:19
ポスター貼ったり、当たりました。啓発ポスターは語り、今はあえて写真を、あの、いろんな、亡

くなってきて、写真貼ったり、そういうことを見ることによって、 そしたらいろんな面談とか、

はい、今後、計画講習会とか映画とか、そういうなに足を運ぼうかなっていうようなことも増えて

くると思うんです。それは、あ、こんなことやった。犯人あんなことやったん。

参加者 4 2:04:46
やっぱ根底には、その問題を解決するために

参加者 6 2:04:50
こういうことが必要ないんですわ、

参加者 4 2:04:51
はい。いうことが完全になかったら

参加者 3 2:06:20
され、事情が違うんで、大きさも違う。それも、

参加者 1 2:06:33
え、帰ってくれはったんですか。

参加者 4 2:06:35
認識はしださんとことったんですけど、その

参加者 6 2:06:40
料理っていうのはあんまり頭にないよ。

参加者 4 2:06:42
あえてここでとったとは反対の、というか、どっちかというと、あの、



参加者 3 2:06:48
決めたとしても、やはり対象はしっかりと決めてあげ、

参加者 4 2:06:55
あはちょっと気づくわっていうような設問の。

参加者 1 2:07:05
はい、わかりました。ありがとうございます。

参加者 6 2:07:21
えーと、学、地域の

参加者 8 2:07:24
音がすべて、

参加者 6 2:07:31
そこはたまたまそういう、あのー、地域の人もいけるけど、地域外、あの、この間の時もありまし

たけど、地域外の人の団体っていうか、 えー、それでも、その、

参加者 8 2:07:46
毎月毎月っていうな、

参加者 6 2:07:48
次の初めにもうぱって取ってしまうという、そういうな価値観で、それに行ったの、もらったら、

この日あかんねんて言われて、後でいいって言って。

clovanote.line.me


